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「（仮称）いたばし総合ボランティアセンター」設置に関する基本構想 

 

 

 「（仮称）いたばし総合ボランティアセンター（以下「総合ボランティアセンター」という。）」 

は、板橋区ボランティア活動推進協議会により、平成９年度から３期に渡り検討された、いたばし 

ボランティア・ＮＰＯホールを拠点とする総合的なボランティアセンターの設置に係わる提案を実 

現するものである。 

 総合ボランティアセンターという「ネットワーク組織」を立ち上げ、住民主体による企画・運営 

を行うものであるが、当面は、区民、ＮＰＯ法人、板橋区社会福祉協議会、板橋区の四者により組 

織した運営委員会で企画・運営を行い、将来的に、ボランティアやＮＰＯの自主的運営を図ること 

を目的として設置する。 

 この提案については、本年６月に板橋区議会に報告するとともに、区のホームページで広く区民 

に意見を求めたほか、10月には総合ボランティアセンターに係わるシンポジウムを開催し、区広報 

及びホームページ、板橋区を所在地とするＮＰＯ法人及びいたばしボランティア・ＮＰＯネット登 

録団体への開催案内等で参加者を募り、意見の聴取を行った。 

 これらの多様な意見聴取の結果、総合ボランティアセンターについては、早期の実現を求める支 

持がなされたため、板橋区は、この実現に向けて構想の推進を図る。 

 

 

１ 基本理念 

  板橋区におけるボランティア及びＮＰＯの自主的・自発的活動の推進施策を総合的に実施する、 

 住民主体の中間支援組織の設置を目指すものである。 

  当面は、板橋区及び社会福祉協議会の信頼性や実績を活かした運営とし、区民、ＮＰＯ法人、 

 社会福祉協議会、板橋区の四者で設置を行うが、将来的にボランティアやＮＰＯの自主的な運営 

 とするよう見直しを図るものである。 

 

２ 総合ボランティアセンターの設置 

  新たな板橋区の総合的なボランティア及びＮＰＯの支援組織として、区民、ＮＰＯ法人、社会 

 福祉協議会、板橋区の四者による「総合ボランティアセンター」を設置する。 

  なお、総合ボランティアセンターは、施策の推進拠点施設として「（仮称）いたばしボランティ 

 ア・ＮＰＯセンター（以下「ＮＰＯセンター」という。）」を設置し運営主体となる。 

  ※ＮＰＯセンターの設置には、現いたばしボランティア・ＮＰＯホールを充てる。 

 

３ 総合ボランティアセンターの組織 

 (1) 運営委員会の設置 

   社会福祉協議会、協働運営の主体となるＮＰＯ法人（以下「協働ＮＰＯ法人」という。）に 

  よる各２名程度の委員と、適正な運営を担保するため、公募の個人による委員、推薦による委 

  員（ボランティア団体、町会・商店街等の推薦）、板橋区の委員の２５名以内の委員で構成し、 

板橋区におけるボランティアやＮＰＯ活動の推進施策を協議、検討するほか、ＮＰＯセンター 

の運営方針案、事業の計画立案、ネットワークの構築などを行う。 

   また、常設の専門部会を設置するとともに、必要に応じてプロジェクトチームを設置し、そ 

  の運営主体となる。 

 



 2 

 (2) 役員会の設置 

   区民、協働ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、板橋区の四者による各２名、８名の役員で構成し、

ＮＰＯセンターの運営に係わる経営管理や責任を担う。 

   また、役員会にＮＰＯセンター長を置く。 

   なお、役員会委員は、運営委員会委員との重複が可能である。 

 (3) 事務局の設置 

   社会福祉協議会及び協働ＮＰＯ法人のスタッフ（常勤５～６名）及び独自収益事業による有 

  給スタッフで構成し、事業の運営及び実施に係わる庶務を担当するとともに、常設窓口として、 

  各種相談業務及びコーディネートなどを行う。 

 

４ 総合ボランティアセンターの機能及び業務 

 (1) 機能 

  ア 板橋区におけるボランティアやＮＰＯの自主的・自発的活動の推進施策を協議・検討する 

   機能 

  イ ＮＰＯセンターを拠点とするボランティア及びＮＰＯ活動の支援機能 

  ウ 災害時の活動サポート機能 

 (2) 業務 

  ア ボランティア及びＮＰＯに関する相談・紹介等コーディネート業務及びＮＰＯの法人設立 

   相談業務 

  イ ボランティア及びＮＰＯ情報の一元化、ネットワークの推進業務及びその情報の開示業務 

  ウ 人材育成・研修・意識啓発業務 

   (ｱ) ボランティア及びＮＰＯに係わる専門的な人材の育成事業 

   (ｲ) 各種講座やセミナー等、学習によるボランティア・市民活動の意識啓発業務 

  エ ボランティア及びＮＰＯ活動の活性化業務 

  オ その他、ボランティア及びＮＰＯ関連の調査・研究等、活動の推進に関わる業務 

  カ ボランティア保険関連業務 

  キ 独自収益事業の実施業務 

  ク ＮＰＯセンターの施設管理業務 

  ケ 活動拠点の提供業務 

   (ｱ) 会議室・サロン等の互交流施設の提供 

   (ｲ) 資料コーナー等の設置による情報の提供 

   (ｳ) 軽印刷機等の設置による作業場の提供 

  コ 災害時のボランティア活動拠点の提供 

    避難所・救護所として、備蓄倉庫・医療救護室を備えるＮＰＯセンターの位置づけを活用 

   する災害時活動拠点 

 

５ 協働運営に伴うそれぞれの役割 

 (1) 区民 

   自己実現やより良い生き方が可能となる社会の実現に向け総合ボランティアセンターに参加 

し、板橋区における推進施策の協議・検討を行うとともに、ＮＰＯセンターの適正な運営を担 

保する役割を担う。 
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 (2) 協働ＮＰＯ法人 

   総合ボランティアセンターに参加し、板橋区における推進施策の協議・検討を行うとともに、 

  ＮＰＯセンターの運営に参加し、従来の行政や社会福祉協議会では十分に対応できない問題に 

  対し、事務局スタッフ（ＮＰＯ法人設立相談やＮＰＯの相談、紹介を行うコーディネーターや 

  ファシリテーターなどを担当）として業務の一翼を担う。 

 (3) 社会福祉協議会 

   総合ボランティアセンターに参加し、板橋区における推進施策の協議・検討を行うとともに、 

  従来の実績を踏まえ、更なる板橋区内のボランティア及びＮＰＯ活動の支援業務を担う。 

   なお、ＮＰＯセンターの事務局スタッフとして、ボランティアセンターで実施していた既存 

  の業務を継続して実施する。 

 (4) 板橋区 

   総合ボランティアセンターに参加し、板橋区における推進施策の協議・検討を行うとともに、 

  専管組織（総務課）業務のＮＰＯセンター委譲により組織の縮小を図り、実質的な運営からは 

  ずれ、区及びその他行政機関などと運営委員会やボランティア及びＮＰＯ関係との連絡調整を 

  担当し、ボランティアやＮＰＯの自主的な運営を尊重した支援を担う。 

 

６ 運営に関する経費 

 (1) 運営委員会・役員会の運営経費 

   運営委員会・役員会の会議開催等に伴う委員及び役員への報酬は無償とする。 

 (2) 事務局運営経費 

  ア 人件費 

   (ｱ) 社会福祉協議会ボランティアセンタースタッフ 

     当該事務局に参加する社会福祉協議会ボランティアセンター雇用のスタッフについては、 

    社会福祉協議会ボランティアセンター人件費（板橋区補助金）を充てる。 

   (ｲ) 協働ＮＰＯ法人スタッフ 

     板橋区専管組織（総務課）委譲業務を担うことから、専管組織の縮小による削減経費を 

    充てる。 

  イ 事業費経費 

   (ｱ) 現行の板橋区専管組織（総務課）予算である「ボランティア活動推進経費」を充てる。 

   (ｲ) 現行の社会福祉協議会予算である「ボランティア活動推進事業経費」を充てる。 

   (ｳ) その他、事業収入（講師謝礼やボランティア・ＮＰＯ活動推進事業委託料、独自の収益 

    事業収入等）を充てる。 

 

７ その他 

 (1) 評価委員会の設置 

   協議会では、ＮＰＯセンターの適正な運営に対し第三者機関としての評価委員会設置を提案 

  しているものであるが、評価委員会の位置づけや委員の選定方法を含め、事前に設置する運営 

  委員会において検討を行い設置することとする。 

 (2) 運営の見直し 

   当面は、区民、協働ＮＰＯ法人、社会福祉協議会、板橋区の四者で運営を行うものであるが、 

  設置後概ね３年程度を目標（平成21年度）に、公益法人の見直しやＮＰＯ法人税制改革等の社 

会状況の変化、区民の意見等を踏まえ、各機関の責務や構成等、運営の見直しを行う。 
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 (3) いたばしボランティア・ＮＰＯホールの施設管理の見直し 

   「いたばしボランティア・ＮＰＯホール」については、現在、総務部総務課ボランティア・ 

  ＮＰＯ係が施設全体を管理しているものであるが、本構想においては、組織を縮小し、総務課 

  （本庁舎）にボランティア及びＮＰＯとの連絡調整担当を置くものとしている。 

   このことから、ホール全体を管理することは非常に困難であり、ホールに併設されている     

  政策経営部公文書館への管理業務事務移管を検討・協議する。 

 

８ 「（仮称）いたばし総合ボランティアセンター」設置スケジュール 

 (1) 平成16年12月：総合ボランティアセンター運営委員会委員の選定 

           ア 社会福祉協議会への参画依頼 

           イ 協働ＮＰＯ法人の募集（公開による公募コンペ） 

           ウ 運営委員会公募区民委員の募集 

 (2) 平成17年 2月：第１回運営委員会開催（月１・２回程度の会議実施予定） 

 (3) 平成17年 6月：運営委員会での検討を参考に、平成18年度新規事業としてサマカンに 

提出 

 (4) 平成17年10月：平成18年度予算見積案作成 

 (5) 平成18年 3月：平成18年度予算承認・議決 

 (6) 平成18年 4月：「（仮称）いたばし総合ボランティアセンター」設置 

          「（仮称）いたばしボランティア・ＮＰＯセンター」開設 
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（仮称）いたばし総合ボランティアセンター体制図 
 

 区民 
 
ボランティア 
 
ＮＰＯ 

【評価委員会】 
 

☆（仮称）いたばし 

ボランティア・ＮＰＯ 

センターの利用及び運 

営状況等における「第 

 三者評価」を実施する。 

【役員会】＝8名 
 
〔業務〕責任・決裁、経営管理等 

〔構成〕区民・社協・協働ＮＰＯ法人・ 

    板橋区から各 2 名 

【事務局】＝5～6名 
 
〔業務〕事業の運営及び実施に関わる庶務。 

   常設窓口として、各種相談業務及び 

   コーディネート等を行う。 

〔構成〕社協・協働ＮＰＯ法人 

※板橋区からの補助金により運営 

【運営委員会】＝15～25名 
 
〔業務〕センターの運営方針案・事業計画の立案。ネットワークの構築。 
    なお、常設の専門部会と、必要に応じて設置されるプロジェクトチームの 

運営主体となる。 
〔構成〕区民・社協・協働ＮＰＯ法人・板橋区 

【専門部会】 

福
祉
関
連
部
会 

 

ま
ち
づ
く
り
関
連
部
会 

 

子
ど
も
・
教
育
関
連
部
会 

 

自
然
・
環
境
・ 

文
化
関
連
部
会 

 ＮＰＯ法の活動分野を、それぞれの部会に振り分け 
常設の専門部会を設置。 
 メンバーは、区民、ボランティア団体、ＮＰＯ等から募る。 

【プロジェクトチーム】 

必
要
に
応
じ
て 

設
置
さ
れ
る
部
会 

専門部会に捉われず 
横断的な部会として、 
必要に応じて設置。 

板橋区 

 
※ボランティア・ＮＰＯ活動推進 
（現行組織機能の強化） 
 

〔構成〕 
  「板橋区ボランティア・ＮＰＯ活動 
 推進連絡調整会議」担当者会議委員及 

び推進員中心 

国
際
交
流
課 

  

防
災
課 

 

地
域
振
興
課 

 

生
き
が
い
推
進
課 

 

障
害
者
福
祉
課 

 

児
童
課 

 

環
境
保
全
課 

 

み
ど
り
と
公
園
課 

 
生
涯
学
習
課 

 

体
育
課 

 

 

お
と
し
よ
り
保
健 

福
祉
セ
ン
タ
ー 

 

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

 

加
賀
福
祉
園 

 

児
童
館 

 

エ
コ
ポ
リ
ス
セ
ン
タ
ー 

 

教
育
科
学
館 

 

成
増
社
会
教
育
会
館 

 

大
原
社
会
教
育
会
館 

  

出張所（地域活動の拠点） 
 

 住民の主体性を促進する 

ため、身近な「活動の場」 

「学習の場」として設置。 

 出張所に対する現在の検 

討を踏まえ位置づける。 

 

チェック 

（仮称）いたばしボランティア・ＮＰＯセンター 

庶務的役割 

（ここに掲げた専門部会名及び数は例示） 

連携・協働 

（必要に応じ、専門部会の段階から連携､協働） 

連携・協働 

（情報の相互提供、活動の相互支援） 

その他、ボランティア関係課（ここに掲げた課は例示） その他、ボランティア関係施設（ここに掲げた施設は例示） 


